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１ 背景・目的 

 令和元年１０月１１日～１３日に東日本を直撃した台風第１９号により、県管理河川では昭和５７

年の台風第１８号以来、３７年ぶりの堤防決壊が発生した。 

 また、溢水・越水が５７箇所（決壊２箇所含む）で発生したことや国管理河川の決壊などにより、

県内の総浸水面積が約１０，０００ｈａとなる甚大な被害が生じた。 

 そこで、県土全体の強靭化を図るため、６１河川・１０１箇所において緊急治水対策を実施する。 

 

２ 事業の概要 

（１）決壊対策 

台風第１９号で越水した堤防について補強を行う。越水に至っていない箇所においても、越水し

た場合の決壊防止対策として、粘り強い堤防の構築を進めていく。 

（２）漏水・浸透対策 

堤防からの漏水や浸透への対策として、堤防への浸透を防止する遮水シートの設置や、水の通り

道を防止する止水矢板の設置、堤体内の水を速やかに排水する設備の整備を実施する。 

（３）溢水・越水防止対策 

溢水・越水という現象自体を少なくするために、河道内の樹木伐採、河道の掘削により水位低下

を図るほか、可能な地区では既存の開発調整池の活用を進める。 

排水機場では、周辺が浸水しても、その機能を維持できるよう耐水化の対策を実施する。 

さらに、河川の合流点付近の浸水対策を検討する。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予算額  ８，５０８，８１０千円 


